
 

奈良県地域の交通安全サポート事業所 
 

登録番号  １８  

（  フ  リ  ガ  ナ）  （ナラケンノウギョウキョウドウクミアイ）  

事  業  所  名   奈良県農業協同組合  

  所在地  
 〒630-8131 

 奈良県奈良市大森町５７番地の３  

  電  話  番  号   ０７４２－２７－４０１３  

 ＦＡＸ   ０７４２－２０－００８０  

 ＵＲＬ   http://www.ja-naraken.or.jp 

  活動の内容  
（「交通安全サポート事業所等活動メニュー」のとおり。）  

                       合計   １２点    

現在の活動状況  １  現在、交通安全活動を実施している。  ２  新たに交通安全活動を始める。  

事業所等のＰＲ等   地域とあゆむＪＡならけん  

 

 

交通安全サポート事業所等活動メニュー 

Ｇ  従業員等の交通安全意識の向上  点数  

①   事業所等内報に交通安全の記事を積極的に掲載します。  1 

②  
 Ｅメール、交通事故速報、ポスター等様々な媒体による事業所等内広報を行いま

す。  
1 

③  
 事業所等用自動車に、「交通安全」、「安全運転宣言車」、「交通事故のない  

やすらぎの  大和路づくり」等のステッカーやシールを貼付して走行します。  
3 

⑥   従業員等に対し、交通事故の発生状況、交通事故防止対策等の情報を提供します。 1 

Ｈ  従業員等に対する交通安全教育    

①   運転時の全席シートベルト着用の指導を徹底します。  2 

②   夕暮れ時における早めのライト点灯の指導を徹底します。  2 

③  
 事業所等で宴会等がある場合は、帰宅の方法について確認し、飲酒運転禁止を徹

底します。  
1 

Ｉ  車両の安全性の確保    

②  
 事業所等用車両の一斉点検、運転前点検の義務づけ、運転記録の確実な記録と点

検実施等、車両の適正管理を行います。  
1 

  合  計  点  数  （    ７   点  以  上  ）                  １２  

   
（点数の基準）  

 

 
１点  すぐに実施できる比較的簡単なもの  

 

 
２点  実施するには一定の拘束時間や人手等を提供する必要があるもの  

 

 
３点  資金提供を行う等の負担がかかるもの  

 
 

 

http://www.ja-naraken.or.jp/


 

 

令和元年度活動 
 

活動内容  

 

・交通安全意識の啓発、公用車による事故を抑制することを目的とした研修会

を実施  

 

・横断歩道における歩行者保護を徹底する旨の「横断歩行者保護宣言」を行っ

た  

 

 

 

平成３０年度活動 
 

活動内容  

 

・公用車の事故防止のため、安全意識の徹底についての注意喚起  

 

・公用車事故の当事者対象とした「安全運転講習会」を開催した。  

 

 

 

平成２９年度活動 
 

活動内容  

 

・公用車の事故防止のための安全意識の徹底について注意喚起  

 

・公用車事故の当事者を対象に「安全運転講習会」を開催した。  

 

 

 

平成２８年度活動 
 

活動内容  

 

 職員を対象として公用車運転時において安全運転に努めるよう注意喚起し

ました。 (啓発ポスター作成 ) 

 

 


